
船舶管理会社の登録制度 - 概要

趣旨

 船舶管理会社の活用は、効率的な事業運営に資すると考えられるとともに、内航海運事業者の事業基盤強化に係る方策の
選択肢を広げることとなる。

 今般、メリットの深化、広範化の一つのツールとして、船舶管理業に関する登録制度を設け、業務の情報や品質を「見える
化」することにより、品質の向上、安全品質の高い船舶管理業務の安定的かつ継続的な実施を確保することとする。

登録制度の仕組み

船舶管理会社

登録船舶
管理事業者

国土交通大臣

登録申請

登録

必要な指導、
勧告及び助言

不正又は著しく不当な
行為をした場合等に
おいては登録の抹消

＜第一種登録船舶管理事業者＞

以下の３つの業務を一括して

実施する者

※第一種登録を受けた事業者は、

第二種登録船舶管理事業者として

の業務を行うことも可能

登録簿

• 登録情報の公表

• 登録船舶管理事
業者の業務遂行
の把握

・船員配乗、雇用管理

・船舶保守管理

・船舶運航実施管理

• 登録要件の審査

• 登録簿への登録

＜第二種登録船舶管理事業者＞

船舶保守管理業務に係る

船舶の入渠時等の業務のみを

実施する者


